


防火管理者に関する細則

この細則は、プレシス本厚木コンフォート管理規約（以下「規約」という。）第１８条（使用細則）の規定に基づき、防火管理者業務に関して、必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）
第１条　本細則は、管理規約第３２条（業務）第１３号及び消防法第８条第１項に基づき、プレシス本厚木コンフォートマンション管理組合の安全を確保するために防火管理業務について定めます。

（防火管理者の任命）
第２条　防火管理者の任命は、次の各号に掲げるものとします。
一　理事長は防火管理者の資格を有する理事を防火管理者に任命する。
二　理事長は適任者に講習を受講させ、防火管理者として必要な資格を取得させるものとする。
三　理事長は理事以外の有資格者の組合員を本人の同意を得て防火管理者に任命することができる。
四　防火管理者の任期は1年とする。再任は妨げない。

（防火管理者の報酬等）
第３条　消防訓練等消防計画の実施に要する費用及び前条２号の場合の講習参加諸費用等は、管理組合の管理費より支払うほか、防火管理者としての活動に応ずる以下の報酬の支払いを受けることができる。
報酬（年額） １０，０００円
二　但し、消防訓練の実施及び参加が出来なかった場合、防火管理者へ報酬（年額）は支払いしない事とする。

（防火管理者の業務）
第４条　防火管理者は、理事会及び管理委託会社と協力し次の各号に掲げる業務を行う。
一　居住者に対する消防訓練の実施
二　消防計画の作成及び届け出
三　居住者への火災予防対策及び火災発生時に行うべき行動の呼び掛け
四　共用部分における消防用設備等の点検及び維持管理
五　共用部分の専用使用部分であるベランダでの避難経路確保のための監督
六　居住者に対する消防訓練参加の呼びかけ
七　消防署から配布された広報誌等の回覧及び管理
八　その他、防火管理に関し必要な事項

（消防訓練の実施）
第５条 防火管理者は、理事会及び管理委託会社と協力し消防訓練を行う。
一　消防訓練は、毎年１回以上実施する。但し、有事の際はその限りではない。
二　居住者に対して、消防訓練に積極的に参加するように呼びかけを行う。

（細則の改廃）
第６条　この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。



